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“ 3回目の夏” 　 吉村　博
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潤和会記念病院 事務長

10月1日発行

　2020年4月事務長を拝命し、3年目の夏を迎えまし
た。同時に新型コロナ感染症入院患者受入れ病院とし
ても3回目の夏を迎えております。
　3回目の夏となった現在、第7波が押し寄せ宮崎県は
人口10万人当りの陽性者数が全国ワースト（令和4年8
月23日時点）という状況になっており、新型コロナウイル
スが猛威を振るっております。
　宮崎県では、コロナ病床は逼迫し医療提供体制は危
機的な状況であることから、医療非常事態宣言が発令
されており、県民の皆さまへのお願いと保健医療を守る
ためのお願いが発出されました。
　第7波を乗り越えるためには、皆さまでこのお願いを
遵守し家庭および職場で感染予防に努めることが重要
です。
　少しでも症状がある場合は、“保健・医療を守るため
のお願い”の中に記載されている項目に沿って各個人が
対応することが求められています。
　また、新型コロナウイルス感染拡大は、罹患・予防の
観点以外のさまざまな部分でも大きく影響を及ぼしてお
ります。そのうちのひとつが人々の心への影響です。新
型コロナウイルス感染拡大により、当たり前だと思って
いた生活スタイルは一変しました。皆さまの中でも今ま
でに経験しなかった不安や焦りを感じている人が少な
くないのではないかと思います。
　令和4年3月の厚生労働省の新型コロナウイルス感染
症に係るメンタルヘルスに関する調査報告では、令和3
年4～9月は約半数の人が“神経過敏に感じた”や“そわ
そわ落ち着かなく感じた”などの何らかの不安等を抱え
ているという状況でしたが、感染者数が減少した10～
11月においては3割未満に減少しており、特に外出頻度
の高い人や、職場の人との会話が増加したという人、悩

み事や心配事を聞いてくれる人がいるという人では不安
を感じている人が減る傾向が示されました。
　不安の内容については“自分や家族の感染への不安”
が最も多く、次いで多いのは“家族、友人、職場など人
間関係の変化に関する不安”“自分や家族の仕事や収
入に関する不安”という結果が示されました。
　また、不安やストレスの解消方法は、手洗いやマスク着
用等の予防行動が最も多く7割を占め、これらの解消方
法を行った人の約半数が、不安やストレスをうまく発散・
解消出来ていると回答しており、適切に予防することに
よって安心感を得ることが重要ではないかと思います。
　コロナ禍がいつ終わるかわからない不安はあります
が、規則正しい生活を心がけ、マスコミの報道等の中か
ら正しい情報を適切に入手し、不安やストレスを感じた
際は信頼している人と会話をするなどの行動をしなが
ら、今回の流行による困難な状況を乗り越えていただけ
ればと思います。どうぞ皆さまくれぐれもご自愛下さい。
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患者の皆様の権利に関する宣言

潤和会記念病院　院長　岩　村　威　志

当院では、患者の皆様の尊厳や人間性が尊重され、パートナーシップを強化し、以下の権利が守られることを宣言します。
１．良質の医療を受ける権利
　　患者の皆様は、差別されることなく適切な医療を受ける権利を有します。
２．選択の自由の権利
　　患者の皆様は、医師や病院或いは保健サービス施設を自由に選択し、変更することができます。また、いかなる段階に
　　おいても別の医師の意見を求める権利を有します。
３．自己決定権
　　患者の皆様は、自分自身に関わる自由な決定を行う権利を有し、それに必要な情報を得る権利を有します。
４．意思に反する処置
　　患者の皆様の意思に反する診断上の処置或いは治療は、原則的に行いません。
５．情報に関する権利
　　患者の皆様は、医療上の自己の情報を得る権利を有します。また、知らされずにおく権利と自分に代わって自己の情報の
　　提供を受ける人を選択する権利も有します。
６．守秘に関する権利
　　診療の過程で得られた患者の皆様の個人情報は、全て保護されます。
７．尊厳を得る権利
　　患者の皆様は、いかなる状態にあっても人格的に扱われ、尊厳をもってその生を全うする権利を有します。

記念病院　理念

「人 間 愛」

記念病院　基本方針

１.患者様の人権と意思を尊重し、患者様の立場に立った医療の提供
２.地域の中核的病院として、専門的且つ高度な医療を実践
３.チーム医療を推進し、より良い医療の希求
４.豊かな人間性を備えた医療人の育成
５.職員が意欲を持って働ける職場環境

出典：宮崎県新型コロナウイルス感染症対策特設サイト
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40歳以上の方全員が被保険者（保険加入者）となり保険料を負担し、
介護が必要と認定された時、費用の一部（1割～3割）を支払い、介護サービスを利用する制度です。

65歳以上の方全員と、40歳から64歳の医療保険に加入する方全員が被保険者です。
65歳以上の方を第1号被保険者、40歳から64歳までの方を第2号被保険者と言います。

65歳以上の方は、介護や支援が必要と認定された時に利用できます。
40歳から64歳までの方は、特定の病気（特定疾病）が原因で介護や支援が必要と認定された時にサービスを利用できます。

申請は、本人がお住まいの市区町村の介護保険担当窓口で申請します。
本人や家族のほか、お住まいの地区の地域包括支援センターや居宅介護支援事業所等に申請代行してもらうこともできます。

予防給付は、支援が必要と認められた人（要支援1・要支援2）、
介護給付は、介護が必要と認められた人（要介護1～要介護5）に給付される介護保険の保険給付です。

居宅サービス：訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護等
地域密着型サービス：小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等
施設サービス：特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院

手術麻酔には、全身麻酔の他に区域麻酔（硬膜外麻酔、脊髄
くも膜下麻酔）と神経ブロックがあり、術式に応じて区域麻酔や
神経ブロックを単独もしくは全身麻酔と併用して実施しています。
麻酔法の決定にあたっては、術式の他に、既往歴、合併症、抗血
栓療法の有無といつから休薬されているかを確認して区域麻酔
や神経ブロックを施行するかのどうかの判断を行っています。
昨今は血栓性合併症の予防が積極的に行われていることも
あって、抗血栓療法を受けている患者さんや、自主的に「血液
サラサラ」を効能とするサプリメントを服用している方も少なく
ありません。抗血栓療法中の患者さんに対する周術期の休薬
について、当院では手術が決定すると①外来看護師から薬剤
部へ連絡、②薬剤師が内服薬を確認し休薬が必要なものが
あれば担当医師に連絡、③薬剤の種類や術式に応じて担当
医師が休薬期間を設定、④患者さんへ指示・説明が行われて
います。休薬指示を守れるかどうかは患者さんの内服コンプラ
イアンスによるとは思いますが、必要な休薬指示には殆ど漏れ
がなく、良いシステムが構築されていると思います。

これを踏まえて、区域麻酔や神経ブロックを必要とする患者さんが
抗血栓療法中の場合、休薬指示が守られているという前提で概
ね以下のように施行の是非を判断しています。

硬膜外麻酔
　カテーテル挿入を伴うため、血腫の発生頻度、重症度とも高いと
考えられています。カテーテル挿入時だけでなく抜去時にも血腫が
発生するため、術後抗凝固療法を行う場合には抜去前にも抗凝固
薬の中止が必要となります。術後に再開した抗凝固薬を中止するこ
となく継続的に使用するという観点から、術前の休薬指示が守られ
ていても硬膜外麻酔は施行しないと判断することもあります。

脊髄くも膜下麻酔
　カテーテル挿入を伴わない一回穿刺法のため、硬膜外麻酔より
血腫の発生頻度は低く、重症度も低いと考えられています。そのた
め、きちんと休薬できていれば抗血栓療法中であっても施行可能
です。ただし、硬膜外麻酔と同様、術後早期に抗凝固療法を再開
する可能性が高い患者さんでは施行しないことも多いです。

神経ブロック
　一般的に、深い部位の神経ブロックは圧迫止血が困難でリスク
が中等度以上であるのに対し、浅い部位の神経ブロックは出血に
対して圧迫止血が可能であるためリスクが低いとされています。
　深部神経ブロックには、腕神経叢ブロック［斜角筋間法、鎖骨上
法、鎖骨下法］、閉鎖神経ブロック、坐骨神経ブロックなどが挙げら
れます。出血リスク分類は中リスク群であるため、ブロックによる有
益性がリスクを上回る場合のみ施行するのが一般的です。
　体表の神経ブロック（腕神経叢ブロック［腋窩法］、腹直筋鞘ブ
ロック、腹横筋膜面ブロック、大腿神経ブロックなど）はほとんどが
皮膚から4cm以下を目標とする穿刺であり、周囲組織は血腫が生
じた際に圧迫による障害を来しにくいため安全度が高いと考えら
れています。そのため、このような腹壁への末梢神経ブロックは、抗
凝固療法・抗血栓療法の中断リスクの高い患者において、硬膜外
麻酔の代替手段として使用しています。

区域麻酔や神経ブロックは手術を受けられる患者さんの術中管
理、術後の疼痛コントロールのために大変有用ですが、それに伴う
出血リスクを避け全身麻酔のみで手術を施行することも多々あり
ます。今後、抗血栓療法を行う患者さんがさらに増えることが予想
されます。区域麻酔、神経
ブロックの施行の是非は
出血リスク、血栓症リスクと
いう相反する二つのリスク
を踏まえ慎重に判断して
いきたいと思っています。

区域麻酔・神経ブロック手技に際する出血リスクはガイドライン
において以下のように分類されています。

●血小板低下時、出血性素因を有する患者への
　硬膜外麻酔

●血小板低下時、出血性素因を有する患者への
　脊髄くも膜下麻酔

●血小板低下時、出血性素因を有する患者への
　深部神経ブロック

●硬膜外麻酔

●体表面の神経ブロック

●脊髄くも膜下麻酔

●深部神経ブロック

●血小板低下時、出血性素因を有する患者への
　体表面の神経ブロック

○がん（医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復
の見込みがない状態に至ったものと判断したものに限る）

○関節リウマチ
○筋萎縮性側索硬化症
○後縦靱帯骨化症
○骨折を伴う骨粗鬆症
○初老期における認知症
○進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
○脊髄小脳変性症

○脊柱管狭窄症
○早老症
○多系統萎縮症
○糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
○脳血管疾患
○閉塞性動脈硬化症
○慢性閉塞性肺疾患
○両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
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潤和会記念病院　患者支援室

TEL：0985-47-5314（直通）  FAX：0985-47-5323（直通）

主治医意見書

硬膜外麻酔、脊髄くも膜下麻酔、深部神経ブロックは中リスク
群、体表の神経ブロックは低リスク群に分類されます。
ただし、血小板低下時、出血性素因を有する患者の場合はリ
スクが一段階上がります。
脊髄くも膜下麻酔、硬膜外麻酔施行時の血小板数は 10／μ
l 以上が望ましく、脊髄くも膜下麻酔は5／μl 未満、硬膜外麻
酔は8／μl 未満では施行しないのが一般的です。
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〈相談時間▶9：00～17：00（土日祝、年末年始を除く）〉


